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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月16日(2018.10.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開放面が形成されたハウジングと、
　前記ハウジングの内部に配置され、互いに電気的に結合する第１基板と第２基板と、
　前記開放面に向くように前記第１基板に実装される光源と、
　前記第２基板の端部に結合して外部電源と連結されるソケットの端子に接触する端子部
と、
　前記開放面を覆うように前記ハウジングに結合するレンズと、を含み、
　相互結合する通電用スロットと通電用ピンを介して前記第２の基板は前記第１基板に垂
直に結合する、車両用ランプ。
【請求項２】
　前記通電用スロットは、前記第１の基板の両側面に配置され、前記通電用ピンは前記第
２の基板の上端部から延長配置される、請求項１に記載の車両用ランプ。
【請求項３】
　前記端子部は前記ソケットの端子と接触する接触面と、前記接触面の両側面で下向き延
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長配置されるガイド面と、前記接触面に延長配置される本体面を含む端子片を含む、請求
項１に記載の車両用ランプ。
【請求項４】
　前記本体面は前記接触面と違う平面上に配置され、前記本体面と前記接触面は傾斜の連
結面で連結される、請求項３に記載の車両用ランプ。
【請求項５】
　前記本体面は、第１の本体面と第２の本体面を含み、
　前記第１の本体面は、前記接触面の後面から延長配置され、
　前記第２の本体面は、前記接触面の前面から延長配置される、請求項４に記載の車両用
ランプ。
【請求項６】
　前記端子部は前記第１本体面の端部で下向き折り曲げられて延長配置されて前記第２基
板の端部に配置された第１係止溝に差し込まれる第１係止面を含む、請求項５に記載の車
両用ランプ。
【請求項７】
　前記ハウジングは下端部に配置されて前記接触面が外部に露出するように前記端子部が
挿入される端子装着部を含む、請求項６に記載の車両用ランプ。
【請求項８】
　前記端子片は前記第２本体面の端部で下向き折り曲げられて延長形成されて前記端子装
着部に形成された第２係止溝に差し込まれる第２係止面を含む、請求項７に記載の車両用
ランプ。
【請求項９】
　前記端子装着部は前記ガイド面の終端と接触する第１装着面と前記第１装着面の下端か
ら延長形成され、下を向くほど高さが増加するように傾斜して形成される第２装着面を含
む、請求項７に記載の車両用ランプ。
【請求項１０】
　前記第２係止溝は前記第２装着面の下端に配置される、請求項９に記載の車両用ランプ
。
【請求項１１】
　２個の前記端子装着部が並列で並べられる、請求項９に記載の車両用ランプ。
【請求項１２】
　２個の前記端子装着部は前記接触面の露出方向が相異する、請求項１１に記載の車両用
ランプ。
【請求項１３】
　２個の前記端子装着部は前記接触面の露出方向が相互反対である、請求項１２に記載の
車両用ランプ。
【請求項１４】
　前記端子部は前記第２基板に前記接触面の方向が相互反対方向となるように結合される
２個の端子片からなる、請求項３に記載の車両用ランプ。
【請求項１５】
　前記レンズはフックを含む、請求項１に記載の車両用ランプ。
【請求項１６】
　少なくとも二つの前記フックは前記レンズの中心を基準として対称となるように配置さ
れる、請求項１５に記載の車両用ランプ。
【請求項１７】
　前記フックは前記ハウジングに形成されたフック溝に挿入される、請求項１５に記載の
車両用ランプ。
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